
　ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト『ロジスティクス・オペレーション３級』

の記述の一部に誤りおよび誤解を招く表現がありました。お詫びとともに以下のとおり

訂正させていただきます。

訂　　正　　表

版・刷 頁 該当個所 誤 正

初版

第２刷

180 本文下から４～１

行目

～スーパー中枢港湾には

京浜港（横浜港）、阪神

港（神戸港、大阪港）、

伊勢湾（名古屋港、四日

市港）が指定された。な

お、東京港はコンテナ取

扱量ではわが国最大であ

るが、大規模ターミナル

がないためにスーパー中

枢港湾には2007年現在、

指定されていない。

～スーパー中枢港湾には

京浜港（東京港・横浜港）、

阪神港（神戸港、大阪港）、

伊勢湾（名古屋港、四日

市港）が指定された。な

お、東京港はコンテナ取

扱量ではわが国最大であ

るが、大規模ターミナル

がないためにスーパー中

枢港湾の特定国際コンテ

ナ埠頭（次世代高規格コ

ンテナターミナル）には

2007年現在、指定されて

いない。

初版

第２刷

183 本文上から１行目 ～中部国際空港（セント

レア）が指定されている。

～中部国際空港（セント

レア）、東京国際空港（羽

田空港）が指定されてい

る。

初版

第２刷

198 本文上から14行目 国内航空貨物の運送責任

については標準国内（利

用）航空運送約款が～

国内航空貨物の運送責任

については国内（利用）

航空運送約款が～

初版 233 本文上から13行目 （Ｂ/Ｌ：Bill of Loading） （Ｂ/Ｌ：Bill of Lading）

初版 264 図表10－１－１の

「マネジメント体

制」の項

障害復旧計画（DRP） 災害復旧計画（DRP）

初版 265 本文上から11行目 ～適切な耐震補強や消化

設備の設置、

～適切な耐震補強や消火

設備の設置、

初版 266 本文上から６行目 ○火災・爆発…火災保険

（倉庫物件用）

○火災・爆発…火災保険・

動産総合保険



版・刷 頁 該当個所 誤 正

初版 266 本文上から７行目 ○自然災害（地震・風水

害）…火災保険・動産総

合保険・地震保険

○自然災害（風水害）…

動産総合保険

初版 266 本文上から10行目

「○従業員の労働

災害」の項

障害保険 傷害保険

初版

第２刷

266 本文下から10行目 ○自然災害（地震・風水

害）～

○自然災害（風水害）～

初版

第２刷

267 本文上から12～14

行目

ただし、国土交通省が公

示した標準運用約款をそ

のまま使用すれば、認可

の必要はない。

ただし、国土交通省が公

示した標準運用約款をそ

のまま使用する場合は、

その旨を届ければ認可を

受ける必要はない。

初版 267 本文下から11行目 ―1990年 運 輸 省 告 示 第

170号

―1990年 運 輸 省 告 示 第

575号

初版 269 本文上から２行目 ―1990年 運 輸 省 告 示 第

170号

―1990年 運 輸 省 告 示 第

577号

初版 270 「学習のポイント」

本文下から２～１

行目

「ディーゼル車NOx・PM

法」

「自動車NOx・PM法」

初版 272 本文下から６行目 ～週40時間制・変形労働

制～

～週40時間制・変形労働

時間制～

初版 273 図表10－２－３

「第４章」の項

①法定労働時間・変形労

働制～

①法定労働時間・変形労

働時間制～

初版 273 図表10－２－３

「第９章」の項

③法定による記載すべき ③�法定による記載すべき

事項

初版 275 図表10－２－５ 政令で要求される措置内

容

政令で要求される措置内

容（運送業の場合）

初版 275 図表10－２－５

「政令で要求され

る措置内容（運送

業の場合）」の上

から４行目～７行

目

50人以上（自動車貨物運

送・港湾運送の場合）ま

たは100人以上（物流業

その他）

２．安全衛生管理者の選

任

統括安全衛生管理者～

50人以上（道路貨物運送・

港湾運送の場合）または

100人以上（その他の運

送業）

２．安全衛生管理者の選

任

総括安全衛生管理者～



版・刷 頁 該当個所 誤 正

初版 277 本文上から１行目 ○自動車（普通・小型・

軽・２輪・大型特殊・小

型特殊）

○自動車（普通・小型・軽・

大型特殊・小型特殊）
第２刷 277 本文上から２行目

初版 278 図表10－２－６

「総質量」の項
20.0ｔ 高速道路および指定道路

は25.0ｔ、その他道路は

20.0ｔ第２刷 278 25.0ｔ

初版 278 図表10－２－６

「重さ」の項

輸荷重 輪荷重

初版 281 本文下から６行目 基準に基づき９分類さ

れ、～

基準に基づき10分類さ

れ、～

初版

第２刷

284 本文上から７行目 ○グリーン物流パート

ナーシップ会議の設置

（2005年４月）

○グリーン物流パート

ナーシップ会議の設置

（2004年12月）

初版 284 図表10－２－11の

最下段

～CO2コストも２割程度

削減可能

～CO2、コストも２割程

度削減可能

初版 286 本文上から１～２

行目

（２）大気汚染対策　デ

ィーゼル車「NOx・PM

法」（1992年６月３日法

律第70号）

（２）大気汚染対策　自

動車「NOx・PM法」（自

動車NOx法1992年６月３

日 法 律 第70号、 自 動 車

「NOx・PM法」2001年６

月27日法律第73号）

初版 286 本文上から８行目

の＊部分

粒径10マイクロメートル

以下の浮遊微粒子。

粒径マイクロメートル単

位の粒子状物質。

第２刷 286 本文上から９行目

の＊部分

初版 286 本文上から11～13

行目

～NOx・PM法が制定さ

れた。さらに2003年10月、

東京都がPMに対する条

例「環境確保条例（→８

都県市条例へ発展）運行

規制」をスタートさせた。

自動車NOx法、追加規制

と し て2001年 に 自 動 車

NOx・PM法が制定され

た。東京都は2000年12月

に環境確保条例を制定

し（→８都県市条例へ発

展）、さらに2003年10月

にはディーゼル車の運行

制限をスタートさせた。



版・刷 頁 該当個所 誤 正

第２刷 286 本文上から13～14

行目

さらに2003年10月、東京

都がPMに対する条例「環

境確保条例（→８都県市

条例へ発展）運行規制」

をスタートさせた。

東京都は2000年12月に環

境確保条例を制定し（→

８都県市条例へ発展）、

さらに2003年10月にはデ

ィーゼル車の運行制限を

スタートさせた。

初版

第２刷

288 「コーヒーブレイ

ク」本文上から２

～３行目

～「気候変動枠組条約第

３回締結国会議（COP3）」

～

～「気候変動枠組条約第

３回締約国会議（COP3）」

～

※初　版：平成19年10月13日発行

　第２刷：平成21年５月15日発行

●（初版）263頁　下から５行目以降

誤：�　加えて、万が一発生した場合の２次災害拡大の防止を図るリカバリー対応計画（事

業継続計画＝Business Continuity Plan：BCP）も立案し、最低保証レベルの業務

を停止することなく継続できること、または目標とする期限までに迅速に復旧再開

が可能となる対策（障害復旧対応計画＝Disaster Recovery Plan：DRP）の立案と

実対策を推進していくことも重要である。→図表10－１－１

正：　加えて、万一の災害発生に備えて、

　　　ア�）二次災害を防止し、最低保障レベルの業務を継続するための事業継続計画

（BCP：Business Continuity Plan）を策定し、

　　　イ�）さらに、目標とする期限までに迅速に完全復旧再開するための災害復旧計画

（DRP：Disaster Recovery Plan）を立案しておくこと

　　が重要である。→図表10－１－１

　これに伴いまして、296頁の索引「し」の項目から「障害復旧対応計画………263」を

削除し、同頁「さ」の項目に「災害復旧計画………263」を加えてください。



旧 道路運送法（1951年）

一般区域貨物自動車
運送事業（免許）

一般路線貨物自動車
運送事業（免許）

特定貨物自動車
運送事業（免許）

軽車両等
運送事業（届出）

無償貨物自動車
運送事業（届出）

新 貨物自動車運送事業法（1990年）

一般貨物自動車
運送事業（許可）

特別積合せ
貨物運送

特定貨物自動車
運送事業（許可）

貨物軽自動車
運送事業（届出）

（廃止）

貨
物
自
動
車
運
送
事
業

●（初版）280頁　図表10－２－７　旧法と比較した貨物自動車運送事業法の区分

※図表10－２－７、図表10－２－８は 部分が訂正個所です。

●（初版・第２刷）282頁　図表10－２－８　営業倉庫の種類（ 10分類）

倉庫の種類 保管物品の例示

１類～３類倉庫
建物を有し、一般的な貨物を預かるもの
（例：日用雑貨品、米、OA機器等）

冷蔵倉庫
10℃以下で保管することに適した貨物
（例：第８類　冷凍食品、冷凍魚、農畜水産物の生鮮品等）

野積倉庫
柵等で囲まれた土地に、雨水で変質しにくい貨物
（例：第４類鉄鋼等または第５類木材等）

貯蔵槽倉庫
サイロ等の設備での保管に適した貨物
（例：小麦、雑穀など粉状、または液状の物品）

危険品倉庫
消防法・高圧ガス保安法などの規制を受けているもの
（例：石油、ガスなど）

水面倉庫
港湾などの水面を利用して預かるもの
（例：原木など）

トランクルーム
一般消費者の物品の寄託により預かるもの
（例：家財、衣類等）

特別の倉庫 災害の救助、その他公共の福祉を維持するための物品
＊1

＊1

＊2

※　　　　＊1 は初版のみ、　　　　＊2 は初版・第２刷の訂正です。


